
 

本市では、都市マスタープランと立地適正化計画を統合した、「第３次熊本市都市マスタープ

ラン」を策定しました。 

本計画は、人口減少・超高齢社会の進展が見込まれる中でも、現在の暮らしやすさや都市の活

力を将来にわたって維持することを目的としており、誰もが移動しやすく暮らしやすい都市の

実現に向けて取り組むものです。 

以下の対象施設について対象となる行為を行う場合は、工事着手の３０日前までに届出が必

要となります。 

Ⅰ 対象施設（誘導施設） 

・裏面のとおり 

Ⅱ 対象となる行為 

都市機能誘導区域 外 で以下の行為を行う場合 
都市機能誘導区域 内 で 

以下の行為を行う場合 

開発行為 建築行為等 休廃止 

・対象となる施設を有する、

建築物の建築目的で行う開

発行為 

・対象となる施設を有する建築物の新築 

・建築物を改築し、対象となる施設を有

する建築物となる場合 

・建築物の用途を変更し、対象となる施

設を有する建築物となる場合 

・対象となる施設を休止又は

廃止しようとする行為 

Ⅲ 対象となる区域 

・対象となる「都市機能誘導区域」は右図のとおりです。 

・なお、詳しい「都市機能誘導区域」は、 

 熊本市地図情報サービスの立地適正化計画から 

 ご確認ください。 

 

 

熊本市地図情報サービスはこちら 

 

 

第３次熊本市都市マスタープランはこちら 

 

 

届出制度についてはこちら 

 

 

 

 

 

凡例 

お問い合せ先 

熊本市 都市建設局 都市政策部 都市政策課 

電話：096-328-2502 

令和８年（２０２６年）５月 



 

対象施設 

（誘導施設） 
定 義 

商業施設 

・生鮮食料を取り扱う、店舗面積１,０００㎡以上の「商業施設」（共同店舗・複合施設等

により店舗面積が１,０００㎡以上となるものを含む） 

※生鮮食品とは、「鮮魚」「青果」「精肉」を全て含むものをいう） 

医療施設 
・内科、外科、整形外科、小児科、歯科を診療科目とする「病院、診療所」（医療法第１条

の５第１項に定める病院、第１条の５第２項に定める診療所） 

金融施設 

入出金可能な以下の銀行等 

・銀行法第４条に基づく免許を受けて銀行業を営む「銀行」（政策投資銀行を除く） 

・信用金庫法第４条に基づく免許を受けて金庫事業を行う「信用金庫及び信用金庫連合会」 

・労働金庫法第６条に基づく免許を受けて金庫事業を行う「労働金庫及び労働金庫連合会」 

・農林中央金庫法に基づく「農林中央金庫」 

・株式会社商工組合中央金庫法に基づく「商工組合中央金庫」 

行政施設 

・地方自治法第４条及び熊本市区役所等事務分掌規則に定める「区役所」 

・地方自治法第１５５条に定める「まちづくりセンター（出張所）」 

・熊本市地域コミュニティセンター条例に定める「地域コミュニティセンター」 

・熊本市公民館条例に定める「公民館」 

教育文化 

施設 

・学校教育法第１条に定める「小学校」、「中学校」、「高等学校」、「特別支援学校」、「大学」 

・図書館法第２条第１項及び熊本市図書館設置条例に定める「図書館」 

・熊本城ホール条例、熊本市民会館条例、くまもと森都心プラザ条例、熊本市国際交流会

館条例に定める「ホール」 

・健康増進施設認定規程に基づく健康増進施設及びこれに準ずる施設 

・社会教育調査規則第３条第１３項に定める「運動施設（武道場やグラウンド等）」 

・博物館法第２条、熊本市現代美術館条例、熊本博物館条例に定める「歴史・文化施設」 

介護福祉 

施設 

・介護保険法第１１５条の４６に定める「地域包括支援センター」 

・老人福祉法第２０条の７に定める「老人福祉センター」 

・介護保険法第８条第２８項に定める「介護老人保健施設」 

・老人福祉法第２０条の２の２に定める「老人デイサービスセンター」 

・老人福祉法第２０条の６に定める「軽費老人ホーム」 

・老人福祉法第２０条の５に定める「特別養護老人ホーム」 

・老人福祉法第２９条第１項に定める「有料老人ホーム」 

・老人福祉法第２０条の３に定める「老人短期入所施設」 

・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第５条及び児童福祉法第

４２条に定める「障がい者福祉施設」 

子育て支援 

施設 

・熊本市こども文化会館条例に定める「子ども文化会館」 

・熊本市子ども発達支援センター条例に定める「あいぱるくまもと」 

・児童福祉法第１２条に定める「児童相談所」 

・児童福祉法第３９条の１に定める「保育所」 

・就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第１項又は第

３項に定める「認定こども園」 

・学校教育法第１条及び第２２条に定める「幼稚園」 

・児童福祉法第６条の３に定める「小規模保育事業」 

・児童福祉法第６条の３第１０項及び第１２項、児童福祉法第４０条に定める「児童厚生

施設（児童遊園・児童館等）」 

・児童福祉法第６条の３第２項に定める「児童育成クラブ」 
 


